
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年５月１９日 １１時００分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島大橋南方 

長門伊瀬灯台から真方位２１８°１,５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.０′ 東経１３０°５２.８′） 

事故の概要 漁船第八天王
てんのう

丸は、北北東進中、海士ケ
あ ま が

瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年５月２４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船  第八天王丸、１９トン 

  ＮＳ２－１５６２１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 推進器翼に割損、シューピース及びスタンチューブに破損、機関室が

濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  西、風力  ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約７３㎝（特牛
こっとい

） 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、作業員１人を乗せ、船長

が操舵室で目視による見張りを行いながら、海士ケ瀬戸を約４ノット

の対地速力で手動操舵により北北東進していた。 

本船は、海士ケ瀬南灯浮標（左舷標識）の西方を通過したところ、

海士ケ瀬に乗り揚げて停止した。 

本船は、自力で離礁して角島港に着岸した後、船長が、本事故の発

生を海上保安庁に通報した。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

船長は、海士ケ瀬戸の水深及び可航水域を知らず、左舷標識の意味

も知らなかった。 

本船のＧＰＳプロッターは、データカードに海士ケ瀬戸付近の詳細

な水深情報がなかったので、画面上に等深線等が表示されていなかっ

た。 

本船は、本事故の翌日、修理の目的で山口県萩市所在の造船所に向

かっていたところ、同県長門市津黄漁港北方沖にて機関室の浸水を認

めたので、機関を停止し、同造船所の作業船にえい
．．

航され、同造船所

で上架された。 

分析  本船は、海士ケ瀬戸を北北東進中、船長が、左舷標識の意味を知ら

なかったことから、海士ケ瀬南灯浮標（左舷標識）の西方を航行し、

海士ケ瀬に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、本船が、海士ケ瀬戸を北北東進中、船長が、左舷標識の

意味を知らなかったため、海士ケ瀬南灯浮標（左舷標識）の西方を航

行し、海士ケ瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

・航路標識の示す意味を理解しておくこと。  


